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Wi-Fiフリースポット設
置支援事業について

　南丹市内の集客施設などを
対象に、Wi-Fiフリースポッ
ト（公衆無線LAN）の設置に
掛かる費用を助成します。
●補助対象　市内の宿泊施

設、飲食施設、物販施設な
ど
●対象経費　Wi-Fiフリース

ポット（公衆無線LAN）の
設置に掛かる経費

※施設の整備費などの経費、
保守・管理経費、インター
ネット回線に係る経費、消
費税は対象外
●補助金交付額　アクセスポ

イント１箇所につき５万円
以内（上限５箇所、25万円
以内）
●申請方法　南丹市集客施設

等フリースポット設置支援
事業補助金交付申請書、事
業経費の見積書の写し、機
器の設置予定場所がわかる
写真（設置台数分）を情報政
策課に持参の上、申請して
ください。

※申請書は情報政策課に備え
付けています。また市ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。

問情報政策課
ＴＥＬ（0771）68-0066

高校生給付型奨学金（第
２次申請）を受け付けます
●対象　市内在住で、次の①

〜③全てに該当する方
①市府民税が非課税の世帯に

属する方
②母子（父子）世帯（20才以上

65才未満の同居者がいな
い家庭）、児童世帯、障が
い者世帯、長期療養者世帯
などに該当する世帯の方

③高等学校（高等専門学校な
どを含む）に修学中の方

※同居している方の状況によ
っては対象とならない場合

住宅用火災警報器は大切
な命を守ります

　平成27年３月に住宅用火
災警報器設置状況調査を実
施し、南丹市は全部設置が
48.5%、一部設置が34.0%、
未設置が16.5%でした。
　園部消防署では、６月１日
を「住宅用火災警報器の日」と
定め、設置推進と維持管理な
どについて次のことをお願い
しています。
・住宅用火災警報器をまだ取

り付けていないご家庭は、
大切な命を火災から守るた
め、必ず設置してください。

・一部設置されているご家庭
は、全部の箇所（寝室、階段、
台所）に必ず設置してくだ
さい。

・既に設置しているご家庭
は、点検ボタンまたは点検
ひもで作動テストを行い、
維持管理に努めましょう。

・設置後10年を経過すると、
住宅用火災警報器は電池や
本体の交換が必要になりま
すのでご注意ください。

問園部消防署予防課
ＴＥＬ（0771）62-0119

特定医療費（指定難病）
受給者証をお持ちの方へ

　現在お持ちの受給者証の有
効期限は９月30日です。継
続される方は、期間内に手続
きを行ってください。
●継続受付期間　６月１日〜

７月31日まで（土・日・祝
日を除く）
●受付時間　午前９時〜午後

５時（正午から午後１時を
除く）
●受付場所　京都府南丹保健

所
問京都府南丹保健所保健室
ＴＥＬ（0771）62-2979

があります。
※他の奨学金制度などを受け

ている方は、支給調整をす
ることがあります。
●必要書類　①申請書、②同

意書２種類（返還・併給調
整および在学確認用）、③課
税証明書（市民税が非課税
であり扶養控除などの人数
が確認できるもの）、④在学
証明書、⑤支援金利用予定
書、⑥その他（事実が確認
できる書類の写しなど）
●申請方法　６月１日（水）〜

７月１日（金）の間に、南丹
保健所、社会福祉課および
各支所市民生活課に備え付
けの申請書類に必要事項を
記入の上、ご提出ください。

問南丹保健所福祉室
ＴＥＬ（0771）62-0363
問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
問各支所市民生活課
ＴＥＬ八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

海の「もしも」は118番へ

　暖かくなり、海や川でレ
ジャーを楽しむ機会が増えて
きます。自然に触れ、親しむ
ことは楽しいことですが、そ
の一方で水の事故が後を絶ち
ません。近年、マリンレジャー
中の事故が多発しています。
　万一の事故に備えて、ライ
フジャケットの着用や防水
パックに入れた携帯電話の携
行を心掛けましょう。また事
故が発生した時や事故を目撃
した時は、迷わず、素早く、

「118番」へ電話してくださ
い。
問舞鶴海上保安部
ＴＥＬ（0773）76-4120


